
 
 
 
 
 

 

市有財産の利活用に係るサウンディング型市場調査 
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広島県三次市 

  



１ 調査の目的  
三次市（以下「本市」という。）において未利用となっている市有財産の土地

及び建物（以下「対象財産」という。）の有効活用を検討するにあたり，様々な

活用の可能性について，民間事業者等との対話を行うことにより市場性や活用

方法，さらには民間活用の前提条件等を把握することを目的とします。  
 
２ 対象財産の民間活用に関する本市の基本的な考え方  
 ⑴ 本市において対象財産の修繕，設備更新等は行いません。（現状有姿にて対

象財産を提供）  
 ⑵ 原則として公募により対象財産を一括で売却又は賃貸借することを想定し

ています。  
 ⑶ 民間事業者等が対象財産を利活用することで，「事業機会の創出」となり，

地域住民にとっては「地域の魅力向上」や「身近な雇用」，行政にとっては「施

設の維持管理コストの削減」につながることを期待します。  
 
３ 実施スケジュール  

  項  目  日  程  

実施要領の公表  令和４年１２月２２日（木） 

質問事項の受付期間  
令和４年１２月２２日（木）から 

令和５年 ２月 １日（水）まで 

参加申込の受付期間  
令和４年１２月２２日（木）から 

令和５年 ２月 ８日（水）まで 

現地見学申込の受付期間  
令和４年１２月２２日（木）から 

令和５年 ２月 ８日（水）まで 

サウンディングの実施期間  
令和５年 １月１１日（水）から 

令和５年 ２月１５日（水）まで 

調査結果の公表  令和５年３月（予定）  

 
 
 



４ 対象財産の概要（詳細は「物件調書」をご参照ください。）  

 物件名  所在地   

1 旧長寿村跡地 粟屋町 11638-4 売却  
2 旧京蘭地住宅他跡地 十日市西六丁目 2184-3 売却  
3 旧三次交番跡地 三次町 1857-9 売却  
4 旧荒瀬児童遊園跡地 粟屋町 3021-4 売却  

5 君田保育所前空地 君田町西入君 75-1 売却  
6 旧小規模老人ホームむつみ荘 君田町東入君 10010-1 売却  
7 旧君田斎場やすらぎ苑跡地 君田町西入君 10025-3 売却  
8 旧君田農園ガラスハウス 君田町東入君 725-11 売却  
9 旧国民健康保険君田診療所櫃田出張所  君田町櫃田 750-10 売却  
10 旧戸河内老人集会所跡地 布野町戸河内 307-2 売却  

11 旧下布野老人集会所跡地 布野町下布野 364-2 貸付  
12 旧海田原ゲートボール場跡地 吉舎町海田原 238-1 売却  
13 旧安田保育所 吉舎町安田 3377-1 売却  
14 旧栄町コミュニティ集会所 吉舎町吉舎 636-12 売却  
15 三次まむし養殖センター 吉舎町安田 3411-1 委託  
16 旧七日市第１号住宅跡地 吉舎町吉舎 540-1 売却  

17 旧吉舎養漁センター 吉舎町矢野地 20-1，海田原 756-2 売却  
18 沖江団地 三良坂町三良坂 630-1 売却  
19 旧灰塚保育所 三良坂町灰塚 8-3 売却  
20 三良坂のぞみが丘生産物直売所 三良坂町灰塚 37-10 委託  
21 旧灰塚ダムのぞみが丘分室 三良坂町灰塚 37-9 売却  
22 アースワークセンター 三良坂町灰塚 37-9 売却  

23 旧三良坂斎場跡地 三良坂町三良坂 10432-2 売却  
24 旧三良坂農村ふるさとセンター 三良坂町三良坂 5038-6 売却  
25 旧甲奴駅前団地跡地 甲奴町本郷 666-4 売却  
26 旧伏越住宅跡地 甲奴町梶田 2280-1 売却  
27 旧甲奴共同福祉施設 甲奴町本郷 2105-1 売却  

物件  
番号  

想定事業 
方針  



※想定事業方針は，現時点のものであり今後本市で活用する可能性もあります。 
※売却は，現時点で利用予定がないため，売却を方針としています。ただし，調

査結果を踏まえ貸付とする場合もあります。  
※既に公募している物件も含んでいるため，状況によっては調査を中止する場合

があります。  
 
５ サウンディングの内容  
 ⑴ サウンディングの参加資格  

サウンディングに参加できる者は，「４ 対象財産の概要」に記載された土

地・建物の利活用による事業の実施主体となる意向を有する法人，個人又は

法人化を予定する任意団体（以下「提案者」という。）とします。  
   提案者は，単独又はグループ（複数の法人による共同事業等）で参加でき

るものとし，グループで参加する場合は，主たる役割を担う代表者を選定し

てください。  
   ただし，提案者が次のいずれかに該当する場合は参加できません。  

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当する者  
② 参加申込書提出時点で本市から指名停止処分を受けている者  
③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく更生・再生手続開始の申立てがされている者  
  ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７   

号）第２条第２号から第５号までの規定に該当する者  
⑤ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）第５条の規定に該当する者  
⑥ 市税等を滞納している者  
⑦ 法人税，消費税及び地方消費税を滞納している者  

 
⑵ サウンディングの項目  

   対象財産の利活用による周辺地域への波及効果など幅広いアイデアを求め

ているため，次に掲げる項目についてサウンディングを行います。対象財産



を活用し提案者自らが展開できる実現及び持続可能な事業のアイデアをお聞

かせください。  
   ただし，法令等に違反又は違反するおそれのあるもの，公の秩序若しくは

善良の風俗を害し又は害するおそれのあるもの及び政治活動又は宗教活動を

目的とする内容は，対象となりません。  
  ① 市場性の有無  
  ② 実現可能性のある活用方法  
  ③ 事業手法  
  ④ 民間活用の前提条件  
  ⑤ 実現にあたって想定される課題・懸念事項  

⑥ 周辺地域への波及効果  
  ⑦ 提案に際して本市から提示してほしい資料やその他本市に対する要望な

ど  
 
６ サウンディングの手続き  
 ⑴ 現地見学  
   建物内部の現地見学を希望される場合は，現地見学申込書（別紙２）に必

要事項を記入し，電子メールにより提出してください。見学日時等について

個別に対応します。  
   土地のみの物件や建物外観のみの現地見学を希望される場合は，申込は不

要です。敷地以外への駐車など地域住民の迷惑とならないよう注意のうえ，

個別に行ってください。  
  ① 申込受付期間 令和４年１２月２２日（木）～令和５年２月８日（水） 
  ② 受付先    ８ 問合せ先のとおり  
  ③ 現地見学期間 令和４年１２月２２日（木）～令和５年２月８日（水） 

（土日祝日を除く）  
午前１０時から午後３時までの間  

  
 ⑵ 質問事項の受付  
   対象財産の詳細な情報等に関する質問がある場合は，質問書（別紙３）に



質問事項等を記入し，電子メールにより提出してください。  
   質問者には電子メールにより回答するとともに，本市ホームページにて質

問事項及び回答を随時公表します（質問者名は非公表とします）。  
  ① 申込受付期間 令和４年１２月２２日（木）～令和５年２月１日（水） 
  ② 申込先    ８ 問合せ先のとおり  
 
 ⑶ サウンディングの参加申込  
   サウンディングへの参加申込を希望される場合は，「５ サウンディング

の内容」を確認の上，必要事項を記入したエントリーシート（別紙１）を「サ

ウンディング参加申込」のタイトルで電子メールにより提出してください。

申込メール受領後，本市から受領の旨の返信をしますが，送信後２日（土日・

祝日を除く）を過ぎても返信がない場合は，お手数ですが，問合せ先へ連絡

してください。  
① 申込受付期間 令和４年１２月２２日（木）～令和５年２月８日（水） 

  ② 申込先    ８ 問合せ先のとおり  
 
 ⑷ サウンディングの日時及び場所の連絡  
   エントリーシートを受理後，希望日時等の調整の上，担当部署からエント

リーシートに記載された担当者へ実施日時及び場所を電子メールで連絡しま

す。申込多数の場合など，希望日時での調整ができない場合は，担当部署か

ら担当者へ連絡し，日程の調整を行います。  
 
 ⑸ サウンディングの実施（個別対話）  
   サウンディングは，下記により財産管理課職員が行いますが，提案内容に

より関係する所管課の職員が同席する場合があります。知的財産に係る内容

を含むため，対話は個別に実施します。  
  ① 実施期間 令和５年１月１１日（水）～令和５年２月１５日（水）  
  ② 場所   三次市役所会議室，オンライン会議（Zoom）又は書面  
  ③ 所要時間 １施設につき概ね１時間を予定しています  
         書面による場合は電子メールで必要に応じて行います。  



  ④ 提案書  サウンディング項目について意見等を記載した提案書（別紙

４）を，対話日の３日前（土日・祝日を除く）までに問合せ

先まで電子メールにより提出してください。その他補足資料

は必須ではありませんが，説明のために用意してもかまいま

せん。  
 
 ⑹ 新型コロナウイルス感染症対策  

来庁による対話の場合は，検温，手指消毒，マスク着用など感染症対策に

協力してください。また，今後の新型コロナウイルス感染症の状況により，

対話方法をオンライン会議又は書面のみとする場合もありますのでご了承く

ださい。  
 
 ⑺ 調査結果の公表  
   調査結果の概要については，本市公式ホームページ等で公表します。  
   ただし，提案者の名称や事業者のノウハウに係る部分等は，原則として公

表しません。また，提案者に対しては，公表する前に事業者のノウハウを保

護する観点から内容の確認をお願いします。  
 
７ 留意事項  
 ⑴ 提案者の取扱い  
   サウンディングへの参加実績は，今後の事業者公募時における評価に優位

性を持つものではありません。サウンディングに不参加の場合でも，今後の

公募に参加できます。  
 ⑵ 費用負担  
   サウンディングに関する書類作成，提出等にかかるすべての費用は，提案

者の負担とします。  
 ⑶ 追加対話への協力  
   必要に応じて追加対話（文書による照会を含む）を実施する場合がありま

すので，ご協力をお願いします。  
 ⑷ 提出書類の著作権・取扱い等  



提出書類の著作権はそれぞれの提案者に帰属し，本市において提出書類等

を事業の諸条件の検討以外の目的で使用することはありません。  
なお，提出書類等は返却しませんので，秘密事項を明確にするため，提案

内容で特に秘密となる部分については，（秘）マークを付記してください。  
また，提案者においても，本市が提供した資料を，サウンディングの参加

に係る検討以外の目的で使用すること及び対話により知り得た本市の情報を

許可なく第三者に伝えることを禁止します。  
 ⑸ その他  

本要領に沿わない提案や参加資格を満たしていない提案者による提案など，

明らかに本調査の趣旨から外れた提案があった場合には，対話を実施しない

場合があります。  
 
８ 問合せ先  

住 所 〒７２８－８５０１  
広島県三次市十日市中二丁目８番１号  

担 当 部 署 三次市 総務部 財産管理課 住宅・財産活用係  
担 当 松田・高野  
電 話 ０８２４－６２－６１６１（直通）  
Ｆ Ａ Ｘ ０８２４－６２－６１３７（直通） 

電子メール  zaisan＠city.miyoshi.hiroshima.jp 

 


